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要旨:国 を挙げて取 り組まれてきた 「少子化対策」あるいは 「子育て支援」は、 ここ数年 ブーム

のようになり大 きな広がりを見せている。

子育ては多 くの人が体験 してきたことであるが、現代、 日本の子育てが非常に困難化 してきた

状況から、2003年 の厚生労働白書には 「育児不安」の項 目が取 り上げられ、国を挙げて取組む課

題 となってきた。

2002～03年 に厚生労働省が行 った 「第2回21世 紀出生児横断調査」において も、「母の就業状

況別にみた子どもを育てて負担に思うこと」は、無職 ・有職者関係なく 「自分の時間が持てない」

が トップに挙げられていた。

本稿では、子育て中の母親意識、特に育児不安の要因を切 り口にして、彼女 らへの本来的な支

援はどうあるべきかについて研究を進めた。子育て期における 「母親の精神的な沈滞(落 ち込み)」

を解決するため、社会から孤立 しない母親たちへの支援に着 目し、少子化時代において本当に求

められている子育て支援の実現について考えた。

母親(女 性)た ちへの支援は、家族を超えたネットワークの構築 こそが重要であり、「子育て

支援」を 「子育て」のみの支援に留めず、「子育て期の女性支援」として、女性の社会参加支援

へと繋げる視点が大切であると論 じた。
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はじめに

子 どもを産んだそのときから、母親の生活は一変する。一 日中抱 っこをせがまれ、夜中も授乳

に明け暮れる。 しかも、 こうして育てられた子 どもの中には、突然キレるなど他人 とよい関係を

築けない子 も増えているという。今の子育ての場で一体全体何が起 こっているのだろうか。

少子化の進んだ現代では、親をする経験が共有 しにくくなったのかもしれない。多 くの人が結



婚 し、子 どもを育てていた時代には、言葉で伝えなくても子育ての労苦をわかりあえた。時代が

変わってしまった現在、子育てをする側の実情はなかなか伝わらない。

そんな中、国を挙げて取 り組まれてきた 「少子化対策」あるいは 「子育て支援」は、 ここ数年

ブームのようになり大 きな広がりを見せている。

さらに、子育ては多 くの人が体験 してきたことであるが、現代 日本の子育てが非常に困難化 し

てきた状況から、2003年 の厚生労働白書には 「育児不安」の項目1)が取 り上げられ、国を挙げて

取組む課題 となってきた。

しかし以前か ら筆者は、「なぜ今、子育て支援をしなければいけないのか」 というところで、

社会的に合意が充分になされていないのではないだろうか、 と強く感 じることがあった。

少子化が社会問題としてクローズア ップされた 「1.57ショック」(1989年)2)以 降、様々に打

ち出された 「子育て支援」は、いわゆる 「少子化対策 としての子育て支援」であった3)。

だが、本来の子育て支援の目的は、子育て中の親たちのために子育てしやすい環境をつくるこ

とであったのではなかったのか。

しかし、「少子化対策」という時、「子育て支援」の目的は子 どもを産みやすい環境をつくるこ

とになる。つまり少子化が問題だとしている社会状況 とは、出生率の低下だからだ。今まさに子

育て中である親たちの子育てに対する負担感は、あくまでも少子化の要因となる背景 という位置

づけになってしまう。

そのため、「子育て支援」 といいなが ら、実際には子育てそのものの支援が目的ではないため

に、現状が的確に分析され、対応されているとはいいがたい状況ではないか、 と疑問を持 ったこ

とが、本稿の取 り組みへの第一歩 となった。

2002～03年 に厚生労働省が行 った 「第2回21世 紀出生児横断調査」4)においても、「母の就業

状況別にみた子 どもを育てて負担に思 うこと」は、無職 ・有職者関係なく 「自分の時間が持てな

い」が トップに挙げられていた。その割合は無職者 において66.4%、 有職者の平均が58.2%で あ

る。また 「子育てによる身体の疲れが大きい(39.3%)」 「目が離せないので気が休まらない(34.

1%)」 「夫婦で楽 しむ時間がない(24.9%)」 なども、 自分の余暇時間が減少 しているという印象

を増幅させていると考えられるとしている。



この結果から、筆者の親世代からは、子 どもを持つことは確かに経済的には負担かもしれない

が、精神的な負担感は特になかった、 という声があり、そもそも 「自分の時間」 という言葉が感

覚的によくわからない、 とも言われた。また中には、若い母親世代のわがままなのではないか、

というコメントもあった。一体いつか ら子育ては負担となり、「自分の時間が持てない」 という

ことがこれほど重大な問題になったのだろうか。

本稿では、この 「子育ての負担感」「育児不安」そして 「自分の時間」にこだわる感覚を追求

し、子育て期の母親意識、特に育児不安の要因を探 りながら、彼女 らへの本来的な支援はどうあ

るべきかについて論 じていきたい。

1現 代の子育ての困難化と育児不安

1-1育 児不安という言葉

「育児不安」 という言葉を最初に使 ったのは牧野(1982)で あり、育児不安の概念を 「子 ど

もや子育てに対する蓄積された漠然 とした恐れを含む情緒の状態」 と述べている。

育児不安 とは、育児行為の中で一時的あるいは瞬間的に生ずる疑問や心配ではなく、持続 し



蓄積された不安をいう。育児不安の表れ方は、育児への自信のなさ、心配、困惑、母親 として

の不適格感、子 どもへの否定的な感情 といった心理的なものから、攻撃的 ・衝動性を伴 う行動

までさまざまなものがある。

この点について、住田・飯吉他(2002)は 、「育児不安」を次のような4つ のタイプに分け定

義 している。

○図表一2育 児不安の4つ のタイプ5)

ま た 「育 児 不 安 」 とい う言 葉 が マ ス メ デ ィア で頻 繁 に使 わ れ るよ うに な った の は、1990年 代

に入 って か らの こ とだ。 全 国紙 の デ ー タベ ー ス で 「育 児 不 安 」 を検 索 す る と、80年 代 な か ば以

降90年 ま で の記 事 は、 た った8件 で あ った6)。



品 田(2004)に よ る と、 一 番 古 い

記 事 は、 小 児 科 医 池 亀 卯 女 さ ん の

「た ま り場 的診 療 活 動 」 を紹 介 した

もの で あ った(1987年6月29日 『読

売 新 聞』 東 京 版 朝 刊)。 池 亀 さん は、

「ど の 親 も右 往 左 往 しな が ら、 子 と

共 に親 自身 育 って い く もの。 ま た、

子 供 は親 だ け で育 つ もの で もな い。

い ろ ん な子 供 が い て、 い ろ ん な大 人

が い る。 ひ らか れ た場 で、 そ う した

人 た ちが かか わ り合 って い くこ とで、

育 児 不 安 もな く し、 親 も子 も共 に育

ち合 い た い と思 い ま す」 と語 って い

る。

た だ し、 この た ま り場 設 立 の 中心

的存在であったのは、障害児を連れた親たちであった。 ここではまだ、育児不安 という言葉が

特別な場所で使われていたのである。

1989年 になると、「悩めるママへ 『子育て教室』」(1989年10月6日 『読売新聞』東京版朝刊)

という記事が出てくる。厚生省が母子健康手帳をヤングママへのきめ細かな育児指導に役立て

ることにした、 という方針の紹介である。厚生省によると、一歳六 ヵ月児の健康診断で 「病気

といえないまで も母親が不安を抱いている場合が少な くない」 という。そこで、「母親 らを対

称に、専門家 らが継続的に指導 して育児不安を解消 し、子供の健やかな発達を支援する 『子供

の発達支援教室』を市町村で新 しく開設する」 とある。 このころ、保健所での検診で育児不安

を訴えるケースが認識されてきたようだ。

1990年 になると、「『つい虐待』……母親の相談目立つ 大阪のホットライン四か月」(1990

年8月18日 『朝日新聞』東京版朝刊)と いうタイ トルの記事が登場する。児童虐待防止協会が、

全国初の試みとして、「子どもの虐待ホットライン」を開設 したところ、子 どもへの愛憎をに

じませた母親からの、 自責の念に駆 られた相談が目立 ったという。子育て中の母親なら 「悪条

件がそろえば誰でも育児不安から虐待に向かう可能性はある」 というカウンセラーのコメント

でしめ くくられていることから、虐待へ と至 る道 は、間口が広 くなったといえるだろう。「育

児不安に陥った母親が、イライラして、つい子 どもをたたいてしまう」 という構図は、 このこ

ろに登場 したのである。

日本において育児不安やノイローゼなどが家族問題、あるいは家族の危機 として取 りあげら



れるようになったのは、1970年 代に入ってからのことであるが、この時期、いわゆる 「子捨て、

子殺 し」報道が増加 し、その要因論 として母性喪失論が論 じられていた。

育児行為によって生 じる現象を 「疲労」「ス トレス」の一種として捉えることによって、従

来 「育児問題」の要因である母親の逸脱 として捉えられがちであった現象を、 ライフステージ

の移行に伴 って生 じる負担感 として価値中立的に把握できることになった。

「問題」把握の転換を示す好例 として、久徳による 「母原病」8)に掲載されている 「お母 さ

んと家庭チェック事項」 と牧野による 「育児不安尺度」がある。二つの リス トは子 どもに対す

る否定的な感情、イライラや不安感などよく似た内容を含んでいる。 ところが 「母原病」では、

子 どもに母原病という 「問題」をもたらす母親の特性を示す リス トとして示され、「問題」の

要因は母親にあると解釈 されるのだが、「育児不安尺度」では育児 という活動に付随 して生 じ

る 「負荷現象」 として把握され、 このことによって 「問題」の要因と解決の手がかりを母子関

係の外側に向けることが可能になったのである。

これらの概念を用いることによって、育児 という活動を 「情緒」や 「愛情」などの解釈枠組

ではなく、公領域 と共通 した枠組みで把握することが可能になり、そこから育児 という活動の

特質を明確にすることができるようになったといえよう。

1-2育 児不安の要因

では、育児不安 ・育児ス トレスなどの負荷現象は、 どのような状況におかれた母親により強

くあらわれるのであろうか。

厚生(労 働)白 書によると、育児不安の背景 ・要因としては、「核家族化」「都市化」「少子

化」 といった紋切 り型の説明に加えて、次のように、母親をめぐる人間関係や社会環境などが

指摘されているのが特徴である。

1)専 業主婦に多い

「専業主婦により高い不安傾向が見 られるのは、家に閉じこもって、終 日子育てに専念する

主婦は、子育てについて周囲の支援 も受けられず、孤独感の中で、子 ども中心の生活を強いら

れ、 自分の時間が持てないなどス トレスをためやすいためではないかと考えられる」(1998、

平成10年 版)

2)夫 の協力

「夫が子育てを行 うことと妻の育児不安は関連が深 く、平成10年 『厚生白書』は、夫が子育

てに協力的であるほど女性の育児不安は少ないと指摘 している。 こども未来財団調査によれば、

妻が期待する子育て分担よりも夫の分担が少ないことは、妻の負担感を増大させる結果 となっ

ているなど、夫 と子育てを行 うことは、妻の育児不安や子育て負担感の解消に良い影響を与え

る」(2001、 平成13年 版)



3)近 所付 き合い、地域ネットワーク、子育て以外の生 き甲斐

「近所付き合いが広い人 ほど、子育て以外の生 き甲斐を持 っているほど、(中 略)育 児不安

が少ないことを示唆する研究 もある」(1998、 平成10年 版)

4)子 どもと接する機会の不足

現在の母親は自らの子 どもの時代を少産少子化時代に過 ごした世代であ り、(中 略)わ が子

を持つまでに乳幼児の世話を したことがないものは39.3%か ら64.4%に 増加 してお り、子ども

との接触経験や育児経験は不足 している」(2003、 平成15年 版)

以上のような白書の分析は、育児問題を見る視点を、母親個人から、育児をめ ぐる社会関係、

社会制度へと拡大させていると言えるであろう。

また、NHK放 送文化研究所9)が5年 おきに実施 してきた意識調査の結果を見ると、「(女性

が)結 婚 して子 どもが生まれても、できるだけ職業を持ち続けた方がよい」 と答える者の割合

は、1973年 には20%に とどまっていたが、2003年 にはほぼ半数を占めるまでに至 っている。

しかしながら、現実の子育ては、なかなか変化 していない。1992年 に育児休業法が施行され

たが、男性の育児休暇取得率は、まだきわめてわずかである(2009年 度の民間企業で女性が

85.6%に 対 して、男性はわずか1.72%)。

時間支出でみた家事 ・育児に関する夫の分担率は、妻がフルタイムであれ、欧米諸国に比べ

てきわめて低い(松 田 ・2005)。父親の家事 ・育児参加の程度は、依然 として低 く、母親の負

担が過重な状態は続いている。

日本労働研究機構 「育児や介護 と仕事の両立に関する調査」結果(2007)に よると、仕事を

しているかどうかにかかわらず、 ほとんどの女性が育児に不安やス トレスを感 じている。

○図表一4育 児にス トレスや不安を感 じた経験



ま た、 育 児 に不 安 や ス ト レス を 感 じた時 に夫 に して 欲 しか った こ と は、 「励 ま す 、 ほ め る、

慰 め る」 「平 日 に育 児 ・家 事 をす る」 「平 日に相 談 相 手 に な った り話 を 聞 く」 で あ った。

一 方
、 妻 の 育 児 不 安 な どを 和 らげ るた め、 男 性 の84.1%が 「家 事 ・育 児 」、63.7%が 「相 談

相 手 」 を して い る。

○ 図 表 一5育 児 に ス トレス や不 安 を感 じた 時 に夫 に して ほ しか った こと、 実 際 に して くれ た

こと(雇 用 女 性)

(複数 回答)(N=869)

(育児 ス トレスや育児不安、育児 ノイ ローゼや産後 うつの経験 がある と回答 した女性)

さ ら に、 妻 の育 児 不 安 の 仕 事 へ の影 響 に つ い て 、 「職 場 で 妻 や 子 ど もの こ とが 心 配 に な った

こ とが あ る」 とす る雇 用 者 男 性 は53.5%、 「精 神 的 ・肉 体 的 に疲 れ て 仕 事 の能 率 が 落 ち た こ と

が あ る」 とす るの は30.4%で あ った。

○ 図 表 一6妻 の育 児 不 安 の仕 事 へ の影 響(雇 用 者 男 性)

(複数 回答)(N=993)

(妻が育児ス トレス ・不安 ・育児 ノイ ローゼ、産後 うつ ではないか と思 った ことが あると回

答 した雇用者男性)



いずれにせよ、育児不安を解消させるための、第一次的キーパーソンが夫であることは間違い

ない。

男性の家事分担意識や家事 ・育児参加が直接育児不安を軽減するわけではないかもしれないが、

少なくとも 「もう一人の親」である夫とともに育児をしているという実感を得 られるかどうかが、

母親の育児不安を軽減する上で決め手になっているということは明らかであろう。

「男は稼 ぎ手、女は子育て」 というジェンダー分業のもとでの 「密室育児」は 「母子密着」 と

切 り離せない。乳幼児期の子 どものいる母親専業者に 「自分ひとりの時間」はない。 自己名義の

収入がなくなり経済的余裕 も失 う。 ともすると、 自己の職業キャリアとの交換で得た子 どもは、

母親 となった女性にとって、父親 となった男性 とは異なる特別な意味を持たざるを得ない。子育

てに専念するライフスタイルを選択 した女性にとって、子 どもの成否は人生の成否 と同等の価値

を持つものとイメージされてしまう。

最近では限られた数の子 どもを元気で賢 く育てる、ニー トにしない、EQを 高めるなど、親を

ターゲ ットに絞 った商品情報(早 期教育の教材など)が あふれ、「失敗 しない育児」への圧力で

母親を一層追い詰めている。子育ての リスクを避けようとすればするほど 「母親であること」が

自己アイデンティティとして肥大化 し、子育てに専念する母親たちの不安は増幅されるのである。

少子社会の進展に伴い、「子育て支援」は少子化抑制のキーワー ドと化 した。行政の子育て支

援は 「子 どもを育てることに夢がもてる社会」の実現を目指す方向に少 しずつ転換 している。つ

まり 「保育に欠ける」子 どもの子育てを支援するという範囲を越えて、職業を持たない母親をも

支援する 「子育て支援」へと幅を広げ、さらに 「子育てをする母親」への支援に限定せず、父親

の育児休業取得促進など 「子育てをする人」への支援へと、 ジェンダーの視点を組み込んだ支援

になりつつある。 とはいえ女性のキャリア形成 という目でみれば、「少子化対策」としての子育

て支援には自ずと限界がある。

このようなことからも、女性の社会参加支援 と子育て支援を繋 ぐ視点が重要だといえるのでは

ないだろうか。

HⅡ 少子化時代に求められる真の子育て支援とは

多元的で複雑な女性たちのジェンダー意識やアイデンティティ、 ジレンマを前にして、少子化

時代に求められる真の子育て支援策は、 どうあるべきであろうか。

現代 においてはむしろ逆に、「働 く母親」は賞賛の的となっている。女性にも多様な生き方が

あることが、さまざまなメディアを通 じても流されている。それなのに、男性中心の職場のあり

方や子育てと両立 しにくい職場環境は、それほど大 きな改善があった訳ではない。

子育てに時間をかけられなかったことを悔いることなく、仕事 と子育てを両立できる環境が充

分にないまま、「働 く母親」に対する賞賛ばかりがあふれる社会の中で、母親 になった彼女たち



は、子育てと仕事 とどちらをとるか、 自分で選択 しなければならない。そしてその選択の正 しさ

を確証 しなければならない。「こんなはずではなかった」「選択を間違えたのだろうか」などの疑

念が、否定 しても否定 しても生 じてくる。そしてそれは、時として焦燥感や精神的な滞 りを生 じ

させる要因の一つとなっているのではないだろうか。

また、子育てを終わってしまった人々が、 自分たちが生 きてきた時代は、子育ての負担を自力

で乗 り切 ってきたのだから、今の人々も自助努力で頑張れるはずだ、 というのも一つの考え方だ

が、 もう一歩つっこんで、現在の負担感はもしかしたら自分たちの時とは違 ったファクターが存

在するのではないかと想像 してみることも大切である。つまり現代の母親の目線によって子育て

環境を見 ることが重要であると考える。

HⅡ-1少 産化に向かう母親意識一母親たちのダブル ・バインドー

女性の生 き方は多様化 し、結婚 しない生 き方や子 どもを持たない生 き方などを肯定する意見は

若年層ほど強い。妻 ・母 として生 きるだけでなく、 自分 自身のために生 きたい。 このような考え

方が強まっているからといって、母親は子育てを他の人に任せたいのではなく、多 くの人は 「自

分 自身の生き方を大切にしたい」と考える一方、「少な くとも子どもが小さいうちは母親自身が

子育てにあたるべきだ」 と考えている。

しかし、子 どものために、 自分が犠牲になることは仕方ないという考え方を、現在の大半の女

性 は受 け入れていない。現実は、子育てにほとんどの時間を奪われ、「大切に したい自分の生 き

方」を実現する時間はほとんどない。 ここに矛盾が生 じるという訳である。

江原(2000)は この矛盾について、「現代の母親たちは 『子育て』と 『自分の生き方』 との間

の調整不可能な葛藤に立ち往生 しているかのようであり、 この状況は、まさにダブル ・バインド

である」 と言っている。「仕事を続 ける」ことが、子育て以外の 「自分の生 き方を大切にする」

ことであるとともに、「自分の生 き方を大切にしない」 ことにも感 じられる他方 「自分で子育て

する」 ことが、「自分自身の生 き方を大切にすること」でもありなが ら、かつ 「自分自身の生 き

方を失 うこと」でもあるとなるわけだ。

このようなダブル ・バインド状態は、数年育児に専念することが職業を失 うことを意味するよ

うな雇用環境や、育児に十分時間をとることのできないような職場環境、一方が家事 ・育児を担

うことによって夫婦間の対等性が失われてしまうような性差別意識、男女間に賃金格差があり経

済的な責任は男性が負 うことが前提 となっている社会状況などによって、つくられていることは

確かなことである。

ダブル ・バインド状態に苦 しむ子育て期の母親 も、「ひとりの時間」を持つことが大切であり、

「子どものために」と自分の人生を棚上げしないことが重要なのかもしれない。



HⅡ-2子 育て期の精神的な沈滞(落 ち込み)と 内的な充実

前述 した2002～03年 に厚生労働省が行 った 「第2回21世 紀出生児横断調査」において 「母の就

業状況別にみた子 どもを育てて負担に思 うこと」は、無職 ・有職者関係なく 「自分の時間が持て

ない」が トップに挙げられていた。

誰 もが自分の人生の主役であるという認識 と確認が必要なのである。

社会 との繋がりを深め、子育て以外にも生 き甲斐を持つこと、つまり母親(女 性)た ち自身が

常に社会参加 していくことに視点をおいた支援 こそが、 これからの子育て支援になくてはならな

いと考える。

子 どもとの関係だけに埋没 しやすい若い母親は、子育て期が永遠に続 くかのような錯覚に陥り

やすい。子 どもが育ち、いずれは子離れ ・親離れの時期が来 ることが視野に入 らない。

問題は、結婚 し子 どもを生んだ人々が、社会性を失 ったり、全ての負担を一身に背負 ったり、

さらにはこの社会での子育ての難 しさに絶望するなど、 自分だけが貧乏 くじを引いたような気持

ちをもつようになったことである。さらに社会が子 どもをスポイルするようになり、それすら母

親に責任にされる風潮 もある。

そうならないためにも、 これまでのライフコースを振 り返 り、進学、就職、結婚、出産などラ

イフイベントを思い出し、 自己実現に関してどのように希望が変化 したか、現在の自分がどのよ

うなライフステージにあって、今後に何を期待 しているのかを考えていく必要があると考える。

長いスパ ンで自分の人生を眺めることが、母親役割に限定されず個人 として生 きる自分の将来

への予感に繋がり、 自己の社会参加への再形成の意思が明確になるといえよう。

皿Ⅲ母親の社会参加を主眼とした子育て支援の必要性

つどいの広場事業 も、生後4ヶ 月までの全戸訪問事業(こ んにちは赤ちゃん事業)も 、さらに

はファミリーサポー トセンターの存在 も児童手当制度や不妊治療などの助成事業 も、すべて子育

て支援には有効な手段であり、複合的になされてこそ結果がでると思 う。

ただ、女性たちへの支援 は、「子育て支援」 とは別のコンセプ トで 「子育て期女性支援」 とし

て行なう必要があると考える。そのためには、家族を超えたネットワークの構築が重要なのでは

なかろうか。

つまり家族以外の人間とのネットワークには、3つ の側面があると考えられる。

第一に母親の人間関係の広がりに着 目したものである。

「近所づきあいの広さ・深さ」(牧野 ・1982)「子どものことについて話す機会(人 数)」(牧野 ・

1982)、 「近所の人、妻方の親戚、保育所の友人か らの育児援助」(山 根他 ・1990)、 「近所の話 し

相手の有無」(原 田 ・1993)な どと育児不安の間に統計的に有意な関連が報告されている。「母親

だけでなく、大勢の人が子 どもを育ててくれている」 という意識 と育児不安 との関連に関する報



告(本 村他 ・1985)も ある。 このようにこれまで得 られた調査知見はおおむね母親の日常生活を

支えるネットワークの広さや深さ、人間関係の広がりに対する認知が育児不安を軽減するという

命題を支持 している。

第二に母親が家庭外に活動する場や機会をもっているかどうかという点に着目したものである。

「活動のために外に出る機会」(牧 野 ・1982)、「母親の社会参加」(牧野他 ・1985)、「家庭外活

動への参加」(久 保他 ・1988)な ど、 いずれにおいても家庭外で活動する機会をもち、社会 と接

点を持 っていることが育児不安を軽減するという知見が得 られている。

この側面を、母親のアイデンティティから捉えたのが第三の側面である。牧野は一連の研究に

おいて、「自分の意見を家族以外の人に述べたり書いたりする機会」(牧野 ・1982)、「趣味のため

に時間をさくか、さく時間」(牧 野 ・1982)、「家事 ・育児以外に自分のためにやっていることが

あるかどうか」(牧 野 ・1987)、学習に参加する際(子 どものためでな く)「自分のために学習 し

ていた」(牧 野 ・1987)こ とと育児不安の間に有意な関連を報告 している。女性が母、妻などの

家族役割を離れ、子どもと一定の距離を置いて 「自分」の時間、「自分」を表現する機会をもつ

ことが、育児不安を軽減する効果につながることが示されたのである。

育児 という活動は、夫や家族外の人々との間の多様な人間関係があって始めて成 り立つことで

ある。母親が子 どもと離れて何かをすることは、決 してネガティブな状態ではなく、むしろポジ

ティブな側面をもつということを伝えたい。

さらに、育児不安の処方箋 として、筆者は 「女性の複顔主義」なるものを推奨 したいと思 う。

育児をする顔だけでなく、 もちろんそれも含めて、地域の顔、趣味の顔、仕事の顔などもまたも

つことを提案 したい。

仕事を続けるという意味だけでなく、ボランティア活動やサークル活動など何であれ、子育て

時期であっても社会 と繋がりを持ち続け、母親 としての立場だけでなく一人の人間として、いつ

も社会に参加 しているということが重要なのである。

子育て支援を促すためには、親がいつまでも 「最大の関心は子育てだけ」であってはならない。

親 もどんどん社会に向けて自分 自身を開き、家庭以外の居場所を持つことが大切なのである。

子 どもが生まれたからといって自分の人生が終わってしまうのではないのだ。子 どもはいつか

自分の下を去 っていく。子 どもの成長 とともに自分 自身 も常に社会 と関わりながら輝いて生 きて

いくことこそが大切なのである。

Vお わ りに

現実には、多 くの女性が子育て中心のライフステージを経験 している。 この実情に立脚 し、さ

らに女性のキャリア形成 という視点か ら、「密室育児」「母子密着」などの問題を見直すと、「子

育て支援」を 「子育て」のみの支援に留めず、「子育て期の女性」支援 として、女性の社会参加



支援へと繋げる視点が重要である。

国広(2006)に よると、社会とは隔絶 した密室で 「子育てだけ」に集中 した生活を送 り、「○

○ちゃんのママ」 と呼ばれ、夫婦間でも固有名詞で呼び合わず、役割名だけになった女性は、多

元的な自己アイデンティティの中で母親意識だけを突出させる。 したがって子育て期の女性たち

が自分の人生について抱 く不安は、育児不安 としてや配偶者への不満 として表出され、周囲も本

人 もその不安を 「子育て自体の悩み」 と受け止めやすい。だが 「育児不安」の底流には、子育て

に終始する日常への不満(育 児不満)と して読み替えが可能な複雑な感情がある。それらは子 ど

もと引き換えにあきらめた自分の職業キャリアへの思いや、「失敗 しない子育て」だけでは、子

育て後の長い人生を満たせないという予感からくるあせりの気持ち、抑圧された自己への不満な

どがあるという10)。

子育て中心の生活の中で母親は、職業キャリアで身につけた技能やコミュニケーション能力を

活用できる場を失 ったと感 じている。中にはそこまで職業キャリアに固執 しない人 もいるだろう

が、いずれの場合にしても、子育て期に社会 との繋がりが希薄になったことは痛感 しているはず

である。

また、同世代の子育てネットワークでの話題は 「子 ども」に限定されている。育児相談でも主

題は子 どもなので、母親でもある女性たち自身の将来への不安や希望を語 り合 う場は少ない。 こ

うした女性たちへの支援は、「子育て」支援とは別のコンセプ トで 「子育て期女性」支援 として

行なう必要がある。その際、女性の社会参加支援 という面を組み込み、エンパ ワーメントをより

具体的に表現することが求められる。

例えば、母親(女 性)た ちのエンパワーメントのためには、親のコミュニティづくりとともに、

親の学習機会を保障していくことが重要である。

筆者が勤務するG市 女性センター(男 女共同参画を推進する拠点施設11))は、まさにその女性

の学びの場 として相応 しく、社会参加への足掛かりとしてその位置づけがなされているので、本

稿の最後にそのセンターの紹介をしたいと思 う。

いわゆる女性センター、男女共同参画センター(働 く婦人の家、農村婦人の家は入らない)は 、

2009年10月 現在、全国に380施 設を数えるまでになった12)。男女共同参画センター等 は、地域に

おける男女共同参画の推進の拠点 として、次のような重要な機能を担 っている。

・課題解決型で実践的活動につながる知識習得や意識啓発

・地域や地域にすむ人々の課題の的確な把握や情報提供

・実践的な活動のための連携 ・協働、ネットワークのコーディネー ト

・実践的な活動を通 じた人材の発掘等 である。

G市 女性センターにおいても、男女が対等なパー トナーとして、社会のあらゆる分野で責任 と

利益を分かち合う 「男女共同参画」の形成を基本理念とし、その実現のために4つ の機能 「学習」



「情報」「交流」「相談」を持 っている。現在、おおよそ次頁の図表のような形態で事業を行い、

市民の誰 もが気軽に利用できる開かれた施設を目指 している。

)男女 共 同参 画 週 間記 念 講 演 会 ・啓 発 パ ネ ル展

)チャ レ ン ジ支 援 セ ミナ ー ～ わ た しを プ ロデ ュー ス ～

)ワー ク ・ライ フ ・バ ラ ンス講 座

)男女 共 同参 画 こ らぼ講 座(10シ リー ズ)

)次世 代 育 成 支 援 事 業 「親 育 ち講 座 」(3シ リー ズ)

)次世 代 育 成 支 援 事 業 「子 育 て家 族 支 援 者 養 成 講 座 」

)男女共同参画情報紙 『織』(第7号)の 編集及び発行

)通信 『女性センターだより』の作成及び発行

)館報の編集及び発行

)女性センター年報の作成及び発行

)ホームページの更新及び男女共同参画関連図書 ・ビデオ等の貸出し

)次世代育成支援事業 「子育て情報 コーナー」の常置

女性センターフェスティバル

おしゃべりサロン～輝 き人 シリーズ～

市民活動団体 との例会

子育て支援講座 「ぶりあくらぶ」(3シ リーズ)

子育て指導者サポー ト事業

次世代育成支援事業 「子育て支援イベント」

電 話 相 談(月 ～土 曜 日)・ 面 接 相 談

コ コ ロを軽 くす る ♪相 談 セ ミナ ー



「学 習 事 業 」 に は、 再 チ ャ レ ンジを 目指 す女 性 た ち の ため に、 一 人 ひ と りの ニ ーズ に合 わせ て、

細 や か な カ ウ ンセ リ ングな どを組 み込 ん だ セ ミナ ー(チ ャ レン ジ支 援 セ ミナ ー～ わ た しを プ ロデ ュ ー

ス ～)や 市 民 講 師 に よ る市 民 自主 講 座(男 女 共 同参 画 こ らぼ講 座)な ど多 数 の講 座 が あ る。

次 世 代 育 成 支 援 事 業 に も、2005年 か ら計 画 を立 て て力 を注 い で い る。 親 育 ち講 座 、 子 育 て家 族

支 援 者 養 成 講 座 、 子 育 て支 援 イ ベ ン トな どが主 な もの で あ るが、 こ こ数 年 、 子 育 て支 援 関連 事 業

の比 重 は どん どん 高 くな って きて い る。 特 に セ ンタ ーで は父 親 の育 児 参 加 に重 点 を置 き、 そ の き っ

か け づ く りに な るよ うな事 業 を展 開 し支 援 す る こ とを 目的 と して い る。

参 加 者 は、 学 習 講 座 だ け で な く、 情 報 誌 の編 集 会 議 や フ ェス テ ィバ ル の企 画 運 営 委 員 会 に至 る

ま で様 々 な活 動 の た め に来 館 し、 必 要 が あ れ ば セ ン ター に一 時保 育(無 料)を 依 頼 す る こ とが で

き る。 そ うす る こ とに よ って、 彼 女 た ち は そ れ ぞ れ に、 心 お きな く活 動 に身 を委 ね る こ とが で き

る とい う訳 だ。

始 め て子 ど もを一 時保 育 に預 け る際、 母 親 も子 ど も も戸 惑 うよ うで あ るが、 親 と子 を セパ レー

トさ せ る こ とは、 想 像 以 上 に各 々 の心 身 を リフ レ シ ュさ せ るよ うで あ る。 最 初 泣 い て い た子 ど も

も、 保 育 の プ ロで あ る保 育 士 らに よ って、 次 第 に楽 し く遊 ぶ こ とが で き るよ うに な る。

彼 女 た ち は、 単 に講 座 を受 け て い るだ け で は な い よ うで、 そ れ を受 講 しな が ら、 今 の 自分 を振

り返 りな が ら、3年 後 、5年 後 、 さ らに は10年 後 の 自分 の姿 を心 の 中 で 描 き なが ら、 「将 来 な り

た い 自分 」 を探 し求 め、 個 々 に力 を充 電 さ せ て い るよ うで あ る。

一 時 的 な息 抜 きの学 習 や活 動 に な るの で は な く
、 彼 女 ら 自身 の人 生 そ の もの を充 実 さ せ て い る

よ うに み え る。

ま た 、NPO法 人 や 子 育 て支 援 団 体 と協 働 で 行 う子 育 て支 援 事 業 の場 合 、 ワ ー ク シ ョ ップ や受

講 者 同士 で コ ミュニ ケ ー シ ョ ンが とれ る交 流 会 な どを多 く組 込 む よ うに心 が け て い る。 そ うす る

こ とで少 しは育 児 不 安 や悩 み を解 決 で き る し、 親 の子 育 て意 識 の醸 成 に も繋 が る。

一 方
、 企 画 ・運 営 したNPO法 人 側 もセ ン タ ー と連 携 す る こ と に よ って 、 自 己啓 発 に努 め る こ

とが で きて い るよ うだ。

この よ うに、 女 性 セ ン ター の社 会 資 源 と して の存 在 は実 に大 き く、 優 れ た機 能 を持 って い る と

言 え よ う。

そ うい う意 味 か ら も、 セ ン ター が そ の可 能 性 を追 求 ・発 揮 で きれ ば、 女 性 の エ ンパ ワー メ ン ト

に繋 が り、 子 育 て期 に お け る女 性 の社 会 参 加 へ の糸 口 に な る こ とは 明 白 で あ る と言 え るだ ろ う。
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